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特定非営利活動法人きらきらん 賛助会員規約 

第 1 条（目的） 

本規約は、特定非営利活動法人きらきらん（以下「本法人」という）の目的に賛同し、

その活動を支援するために賛助会員として入会する個人および団体に適用する。 

第 2 条（賛助会員の定義） 

1. 賛助会員とは、本法人の目的及び事業に賛同し、年会費を納入することで本

法人の活動を支援する個人または団体とする。 

2. 賛助会員は、特定非営利活動促進法上の社員（正会員）には該当せず、総会

における議決権を有しない。 

第 3 条（入会手続） 

1. 賛助会員として入会を希望する者は、本規約に同意の上、所定の**「賛助会

員入会申込書」**を本法人に提出し、年会費を納入するものとする。 

2. 本法人は、前項の申込みがあり、本法人の活動に支障がないと認めた場合、

その者の入会を承認する。 

第 4 条（年会費） 

1. 賛助会員の年会費は、年額 3,000 円とする。 

2. 年会費は、入会申込みと同時に納入するものとする。 

3. 一旦納入された年会費は、理由の如何を問わず返還しない。 

第 5 条（会員期間） 

会員期間は、入会を承認した日から、その日の属する事業年度末（毎年 3 月 31 日）

までとする。次年度以降は、所定の継続手続きおよび年会費の納入をもって自動更

新されるものとする。 

第 6 条（退会） 

賛助会員は、本法人所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができ

る。ただし、納入済みの年会費は返還しない。 

 

 

第 7 条（会員特典） 
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賛助会員は、本法人が別途定める特典（イベントへの優先参加、活動報告の定期的

提供、商品割引等）を受けることができる。 


